
取組

内容

厚生労働省主催のワーク・ライフ・バランスシンポジウムにおいて、弘前市内企業を代表して女性の妊娠・出産休暇及び男性の育

児休暇の取得促進やその後の職場復帰のしやすさについて会社で取り組んでいることを発表している。また、新たな知識や資格取

得のための研修について、研修費用の支援を行っている。

社員の声

業種 建設工事業、とび・土木業、管工事業、水道施設工事業など

従業員数 11人 弘前市大字門外三丁目8番地1所在地

2回

認定番号　第 17 号

株式会社マル長

代表取締役　長見　範孝

認定期間 令和3年9月1日 ～ 令和5年8月31日

再認定回数

弘前市女性活躍推進企業


